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地1,0旗教科書開発研究Ｉ

｢個人と社会とのかかわり」を切り口とした社会科の教育過程の

構想に向けて
」

－中学校社会科公民的分野の教科書を検討する－

長谷川裕

Ｉ今日の日本の子ども･若者にとっての社会と

自己

からも注目されず、配慮も払われていない」ので

はないかという危険を感じさせられることにな

る、と（中西２００１：149-157,162-163頁)。

中西が「消費文化世界」と捉える事象とほぼ同

じことを、宮台は「コンビニイヒ・情報化」という

言葉で言い表している。それは、「他者との社会

的な交流をせずとも基礎的な社会生活を送れる

ような環境｣をもたらす｡そのことによって、「脱

社会的存在」が、つまり「他者との社会的な交流・

の中で尊厳を維持獲得する、あるいは他者とのコ

ミュニケーションを通じて自己形成を遂げる」と

いったことから逸れた生き方をする者たちが生

み出されることになるという（宮台2001：25-26

頁)。

宮台はまた、今日の社会を、「社会的流動性」

がいっそう加速化し、安定した社会組織や人間関

係、その中での安定した社会的地位へのポジショ

ニングがむずかしくなっていく社会と捉え、そう

した中子ども・若者は（だけでなく今日の社会を

生きる人々全般は)、自分の「入れ替え可能性」

を、つまり自分は「自分がそこにいなくても、誰

かが自分の穴を埋めることができる」ような存在

にすぎないことを、したがって自分は「かけがえ

のない存在｣ではないことを感じざるをえなくな

っているという（宮台他２００３：251頁)。

さらに中西は、労働・雇用をめぐる社会組織・

関係の変動一宮台のいう「社会的流動性」の昂

進の重要な一部をなすと思われる－がもたら

す､若者たちが就業を通じて社会の中に自らの安

定したポジションを確保しようとしてもそれが

教育一般もそうだが､特に社会科教育など社会

認識に関わる教育を構想し実践していく上では、

対象とする子ども・若者が、自分たちが今生きて

いる社会をどのように思い描きそれとどのよう

な向き合い方をしているかを、大まかにではあっ

ても掴んでおく必要がある。社会認職に関わる教

育は、彼．彼女らのそうした社会イメージや社会

に対するスタンスを前提にしつつ、それらと何ら

かの形で対時していく試みがその中軸に据えら

れるべきものだからだ。そこでまずＩで、子ど

も・若者の社会に関わる意職状況を、彼.彼女ら

について社会学的な研究を行っている中西及び

宮台の蟻論に依拠しながら概観しておきたい。

中西は､今日の日本の子ども･若者を掴む上で、

彼．彼女らにとっての「消費文化世界」のもつ意

味を重要視している。「消費文化」は、各人の「行

動・生活スタイル」を「個別」に「チェック」し

「評価」し合うような視線を彼．彼女らのあいだ

に行き渡らせることによって、また「生活行動の

非常に広い部分が個別化できる」ように多種多様

な商品を広範に流通させ「各人が互いに直接接触

することなく別々に生きられる機会の拡大」を促

すことによって、彼．彼女らを「個体化」する。

つまり、「一緒にいること｣、「集まりをつくるこ

と」は「必要」ないと感じてしまうような、そう

した関係のあり方を彼.彼女らにもたらすことに

なる。そのような中彼・彼女らは、自分は「だれ
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できず、いつまでも社会の周縁部のポジションに

留まらざるをえない「縁辺化」の問題を、殊に重

要視している。中西は「緑辺化」は、先述の「消

費文化世界」の下での「個体化」と相まって、若

者たちの「社会剥奪」状況を生み出しているとい

う（中西２０００：１７頁、２００３：113-114頁)。

以上、中西及び宮台の描く、子ども・若者の生

きる環境の今日的変容の中での彼．彼女らの意識

状況は、「個体化」された彼．彼女らにとっての

「社会」のもつ意味の希薄化、そのことと密接に

関連した、自分自身の現在及び将来に対する不確

かな感覚、とまとめることができるだろう。

ある。ただし本稿で行う実際の検討作業は、Ⅱの

以下の部分で示す、ある限定されたことがらのみ

に焦点化される。

浅野は、社会学のある入門書の中で次のように

述べている。

……自分というものの不確かさを切実な問

題として感じながら生きている人々……に

とっては、それら大文字の「問題」〔＝社会

のあり方全体に関わる問題：引用者〕はどこ

か遠く感じられるものになるだろう……。第

三世界の飢餓にせよ性差別にせよ、あるいは

生命倫理にせよ各地の民族紛争にせよ、いず

れも重要な問題にはちがいない、それは理屈

のうえではわかる、しかしそれらをまさに自

分の－ほかならぬこの私の－問題とし

て考えることがむずかしい。それらは微妙な、

しかし越えがたい距離を隔てた向こう側に

あるように感じられる。この隔たりの感じを

あえて言葉に直すとすればこうなるだろう。

「そういう大きな問題に向かう前に、この自

分のことを何とかしなければならない、そう

でなければ先に進めないのだ」と（浅野

１９９７：41-42頁）

浅野は具体的にどのような人たちを念頭にお

いてこのように番いたのか、それはわからない。

しかし私は、これはＩで見てきたような今日の子

ども・若者にもかなり広く当てはまることだとい

っていいと考える。そこで示したように、彼.彼

女らはしばしば、「脱社会｣、「社会剥奪」状態に

陥っているのであるから、何か特別な媒介が施さ

れないかぎり、彼。彼女らが社会の認識に本気で

コミットすることは期待できないと見ておくべ

きだろう。

認識の営みやその結果が､その認識を行う当人

にとって、いかに疎遠な他人事としてではなく感

得されうるかは、古くから繰り返し論じられてき

た問題である。例えば戦前日本の唯物論哲学者戸

坂は、科学的認識、特に社会科学的認職が、「社

会の問題が身についた形で提出され、自分一身上

の独特な形態として」捉えられるような状態にま

Ⅱ中学校社会科公民的分野の学習指導■領及

び教科吉の検肘のための視点の股定

（１）「自分一身上」という厘麓視角の広狂

Ｉでは、今日の日本の子ども・若者の社会と目

・己とに関わる意識状況を概観してきた。むろん、

そこで概観した意識状況は、すべての子ども・若

者がそのままに体現しているというものではな

い。ただ．それは、今日の日本の子ども・若者の

多くを貫く共通傾向の重要な部分であるとはい

える。したがって、彼．彼女らを対象に、社会科

教育など社会認識に関わる教育を構想・実践して

いくためには、Ｉで概観した彼．彼女らの意織状

況とどう対応していくかを、取り立てた課題とし

て考えていくことが不可欠であると考える。

本稿では以下、現在日本の学校で使用されてい

る文部科学省検定済教科霧､その中でも中学校社

会科公民的分野の教科書に対象を絞って､その記

述を検討する作業を行おうと思う。その際の課題

意識は､前段落で述べた考えに照らして次のよう

なことになる。すなわち、各教科書の執筆者なり

編集者は､今日の日本の子ども･若者の意識状況、

特に「脱社会的」あるいは「社会剥奪」と言い表

せるような社会との向き合い方にどのように対

応しつつ、彼.彼女らの社会認識に関わる教育を

どう進めていこうとしているのか、そのスタンス

を教科書の記述の中から髄みとっていくこと、で
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注目しておくべき言葉であるように思われる。

この言葉は、公民的分野の４つの「目標」のう

ち２番目を論じる箇所に登場している。すなわち、

「民主政治の意義、国民の生活の向上と経済活動

とかかわり及び現代の社会生活などについて､週

人と社会とのかかわりを中心に理解を深めると

で「飛曜」すべきであることを説いていた（戸坂

1936=1974：260-261頁)。研究者等専門家養成

を目的としているわけではない「普通教育」にお

いてはとりわけ、子ども・若者に科学的認餓を身

につけさせることはそれ自体が自己目的となる

ものではない。それを彼．彼女らの「人格」の成

長へといかにつなげていくかが顧慮されなけれ

ばならない。実際、その有効で望ましい方法はど

のようなものであるかが、これまで繰り返し問わ

れてきた。例えば安井は、知ったことを「ひとご

と」として受けとめるのではなく、「どうしたら

いいかを自分も考え、判断する力」（安井１９８３：

４１頁）へとつながる形で知識獲得がなされるよ

うな社会科教育の授業の構想・実践を一貫して追

究してきた。安井のこうした試みは、上述の戸坂

的に「自分一身上」のものとして知識を獲得させ

ることを介して、教育を受ける者の「人格」の成

長（安井の場合、「主権者」に成りゆくこととし

てこのことに言及している。同：41-42頁）を実

現しようとする試みだと捉えることができるだ

ろう。

こうした認識論上の、また教育論上の普遍的と

いってもいい問題が、前述のような子ども・若者

の今日的状況を前にして、いっそうクリティカル

な形で問われるようになってきている。ある「教

育過程」（中内１９９８：２８，３３頁）において取り

扱われることがらが､子ども・若者にとって、「自

分一身上」はどういう意味をもったことがらなの

かを明瞭に感じとれるように、教える側がその過

程の中にそのための回路を意鼓的に組み込んで

いかないかぎり、彼.彼女らはその過程で何をも

身につけることはない。やや強い言い方をすれば、

今日事態はそのようになっていると弁えておく

べきであると、私は考える。

ともに、社会の諸問題に藩目させ、自ら考えよう

とする態度を育てる」（下線、引用者)、と。「民

主政治の意義｣、「国民の生活の向上と経済活動と

かかわり｣、「現代の社会生活」は、公民的分野の

「内容」として挙げられている３つの事項にほぼ

対応すると考えられる。そうだとすると先の引用

文は､｢個人と社会とのかかわり」という視点を、

公民的分野の教育過程を構想･実践していく際に

その全体を貫くべき基本的視点として押し出し

ていると解釈していいだろう。実際、文部省はこ

の引用文に関して、「個人と社会とのかかわり」

は「内容全体にかかわる学習の基本的な観点」で

あると解説している（文部省１９９９：121頁)。

私が「個人と社会とのかかわり」という言葉に

注目すべきであると考えるのは、この視点は．Ⅱ

（１）で述べたような、教育過程の中で取り扱わ

れることがらが「自分一身上」にはどういう意味

をもったことがらであるのかを生徒がはっきり

と感じ取れるような回路づくりを促すことにな

ると期待できるからである。ただし、精確にいえ

ば、また不可欠の条件だと思うのだが、そのこと

が期待できるのは、「個人と社会とのかかわり」

の「個人」を「自分」と髄み替えた場合である。

先に少し引いた戸坂も述べているように、「個

人」と「自分」とは、原理的には決定的に位相の

異なる概念である。戸坂によれば、「個人」と「自

分」とは、相互に異なる「秩序界」に属する概念

であるという。戸坂の述べているところを彼の言

葉を引きつつパラフレーズしてみると、おおよそ

次のようになる。「個人」とは、人間が、「社会」

から様々な影響を受けつつ、その「社会」の諸関

係をある｢特殊｣な形で取り結びつつ生きている、

その在り様を指示する概念である｡それは｢存在」

の次元に属する概念であり、したがって「科学」

的認識の対象にもなりうるものである。「自分」

（２）学習指導要領における『個人と社会とのか

かわり」への着目

そう考えていいとすれば、現行の中学校学習指

導要領の社会科・公民的分野の箇所（以下、「学

習指導要領」とある場合この箇所を指す）に見ら

れる「個人と社会とのかかわり」という言葉は、

－５１－
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【清水書院】)、『中学生の社会科・公民現代の社

会』日本文教出版（以下、【日本文教出版】)。

本稿では以下、これらの教科響の各々が、「個

人と社会とのかかわり」をどのように記述してい

るかを検討していく。

とは、そうした「個人」に「随伴」して顕れてく

ることである。したがって、「個人」の「存在」

なしに「自分」はありえない。だが、「自分」は

「個人」そのものではない。よって「自分」は、

「存在」の次元に属するものではない。「個人」

は、その「個人」自身をも含む諸々の「存在」を

「反映･模写」し、それらの「存在」を様々に「意

味」づけながら生きている。そのように、「個人」

が「存在」を「反映・模写」し「意味」づけるこ

とによって開かれる、その「個人」の「一身上」

の「秩序界｣、これが「自分」ということの次元

なのである（戸坂1936=1974：253-258頁)。

学習指導要領のいう「個人と社会とのかかわ

り」の「個人」をこうした意味の「自分」に置き

換えたとしたら、それを基本的な視点として構

想・実践される教育過程は、次のようなものにな

るだろう。その中で扱われる「社会」という「存

在」について、その「科学」的認職が追求される

ことはもとより、各々の生徒にとってその｢存在」

がどのような「意味」をもったことなのかが重要

なこととして顧慮され、生徒自身がその「意味」

を意識化できるような工夫が施されることにな

る。もちろん、こうした認識と「意味」づけとが

相互に促進し合うような形で関連し合うことが

目指される。要するに、その教育過程では、扱わ

れることがらが、それについての「科学」的認識

の獲得というねらいを伴いながらも、生徒各人に

とっての「自分一身上」の問題として位置づけら

れつつ取り扱われるのである。

さて､2003年度、中学校で使用されている「公

民｣の検定済教科書は次の８種類である｡－『中

学社会新しい公民教科響』扶桑社（以下、【扶

桑社】と表記)、『社会科中学生の公民地球市民

をめざして』帝国轡院（以下、【帝国嘗院】)、『中

学社会公民ともに生きる』教育出版(以下、【教

育出版】)、『わたしたちの中学社会公民的分野』

日本薔籍（以下、【日本書籍】)、『新しい社会公

民』東京書籍（以下、【東京書籍】)、『中学社会く

公民的分野＞』大阪欝籍(以下､【大阪書籍】)、『新

中学校公民日本の社会と世界』清水書院(以下、

Ⅲ中学校社会科公民的分野の学習指導要領及

び敏科谷の検肘一「個人と社会とのかかわ

り』がどのように叙述されているか

先に、学習指導要領では、「個人と社会とのか

かわり」は公民的分野全体を貫く基本的視点とし

て押し出されている、と述べた。しかし実際には、

私の髄みとった限りでは、この視点を基本的視点

に据えて構成されていると判断できる公民の教

科書は、【扶桑社】と【帝国書院】のみである。

以下、これら２社の教科書を中心に、各社の教科

番において「個人と社会とのかかわり」がどのよ

うな形で叙述されているかを見ていきたい。なお、

【扶桑社】の「個人と社会とのかかわり」の叙述

において孕まれているのと類似の問題点を、学習

指導要領の「個人と社会とのかかわり」の叙述も

孕んでいると考えられる。それは、Ⅱ（２）では

まだ言及していなかった点なのであるが、【扶桑

社】について見ていく際に、学習指導要領のこの

点についての叙述も併せて言及し検討すること

にする。

（１）【扶醗社】及び学習指導要領における「個

人と社会とのかかわり」

【扶桑社】は、「序章なぜ『公民』を学ぶのか」

の冒頭で、学習指導要領における「個人と社会と

のかかわり」を、次のように独特な形で読み替え

ている。すなわち、人間には、１つには「もっぱ

ら自分の利益を追い求めたり、自分の欲望を中心

に考えたり、自分の権利を追求したりする面」が

あり、もう１つには「国家や社会全体の利益や関

心という観点から行動しようとする面」があると

論じられる。【扶桑社】は、前者を人間の「私」

の側面、後者を「公」の側面と名づけている（た

－５２－
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だし、【扶桑社】の他の箇所の論述も併せて考え

れば、この教科書における「公」という言葉は、

個々の人間の外にあり、内なる「公」が基準とす

べき｢社会｣をも意味していると見ていいだろう)。

その上で、「人は、他人とともに共同社会をつく

っている限り、『私』の利益を追求する場合でも、

その前提として、社会のルールを守り、社会生活

を改善し、社会を外敵から守るという陳題を引き

受けなければならない」とする（6-7頁)。すなわ

ち、抜きがたく「私」の側面を抱えた人間が、そ

れとともに兼ね備えている内なる「公」の側面に

よってその「私」を抑制し、外なる「公」として

の社会のルールを守りつつ社会によって課せら

れた義務を遂行していくことを、「個人と社会と

のかかわり」の望ましいあり方として打ち出して

いるのである。このように【扶桑社】では「個人

と社会とのかかわり」は、「公」と「私」との関

わりの問題として､人間が後者を前者によって制

御じっっ前者へとコミットすべきであるという

規範の問題として捉えられている。

【扶桑社】では、こうした｢公｣／｢私｣論が、

様々な箇所で、その箇所の行論に合わせながら繰

り返し飴じられており、全編を貫く基調になって

いる。例えば、「民主主義」を論じる箇所で「民

主主義は、法を守り、社会を守り、他人の権利も

自分の権利と同じように守り抜くという強い義

務感をもった人々がいて初めて実現される。つま

り、『私』の事がらよりも『公』の事がらを優先

させる公民がいて初めて実現されるのである」

（36頁）と述べられたりしているのである。

【扶桑社】のいう「公」の内容にも注意を払っ

ておく必要がある。【扶桑社】は「公」を、ごく

抽象的にそのまま「公」やあるいは「社会」とし

ている箇所もあるが、「コミュニティ」としてい

る箇所、さらには「国家」や「国」や「国柄」と

している箇所もある。【扶桑社】が「公」を強調

する際、こうしたナショナルな性格を帯びたそれ

を重要視していることは、容易に見て取ることが

できる点であるし、また注意しておくべき点であ

る。

【扶桑社】の「公」／「私」論は、「公」の中

身がそのようにナショナリズムの色彩を色濃く

帯びている点が特徴であり、【扶桑社】に対する

多くの批判の矛先がその点に向けられている。が、

そうした「公」の中身という点はともかく、学習

指導要領の「個人と社会とのかかわり」論も、実

は【扶桑社】の「公」／「私」麓と類似した競理

をとっているところがある。先に【扶桑社】は、

学習指導要領における「個人と社会とのかかわ

り」の叙述を「読み替えている」と述べたが、実

際には「説み替えている」だけでなく、学習指導

要領のこの点についての含意を（より先鋭化し

て）引き継いでいる面もある。以下、その点を見

てみる。

学習指導要領において「個人と社会とのかかわ

り」について論じられているのは、先に触れた箇

所に加えてもう１カ所ある。それは、公民的分野

の３つの「内容」のうちの１つ目の大項目「現代

社会と私たちの生活」に含まれる２つの中項目の

２つ目「個人と社会生活」の箇所である。そこで

は、「家族や地域社会などの機能を扱い、人間は

本来社会的存在であることに着目させ､個人と社
会とのかかわｕについて考えさせる。その際現

在の家族制度における個人の尊厳と両性の本質

会活における取決めの璽要性やそれ的平等、

を守ることの意義及び個人の責任なとに気付か

ﾕ望」（下線、引用者）とされている。またこの
箇所に関する「内容の取り扱い」においては、「個

人が結び付いて社会が生まれ、社会生活が営まれ

ていることを理解させ、 生会生活を円滑にするた

めに互いの合意にづいてノールがつくられて

いることなど、日常の具体的な事例を取り上げて
￣

考えさせること」（下線、i１１用者）とされている。

これらの引用文から読みとれるのは、学習指導要

領において「個人と社会とのかかわり」とは、「社

会」は「個人」の結びつきによって構成されてい

るが､諸｢個人」は､その結びつきに当たって｢取

決め」「ルール」を設定し、設定された「取決め」

「ルール」を遵守する、そうすることで「社会」

は円滑に運営されていく、何よりもそのようなこ

とがらとして論じられているのである。文部省

（1999）は、中項目「個人と社会生活」は、「個

－５３－
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人と社会とのかかわりについての見方や考え方

の基礎を養うことを主なねらいとしている」（130

頁）と、またその点についての「学習の成果は、

以後の学習の基礎となるもの」（132頁）である

という。そこでいう「個人と社会とのかかわりに

ついての見方や考え方の基礎」とは要するに、

“｢個人」は、「社会」において設定されている規

範に合わせて自らの行為を制御すべきであり、そ

のことによって適切な形で「社会」に関わること

ができる，,ということになるだろう。こうした、

「社会」を基準にした「個人」の自己制御の強調

という点では、学習指導要領の「個人と社会との

かかわり」論は、【扶桑社】の「公」／「私」論

と同一の論理になっているといっていいだろう。

先にも述べたが、学習指導要領は、「個人と社

会とのかかわり」を公民的分野の「内容全体にか

かわる学習の基本的な観点」として位置づけよう

としている。だがこの観点の内実が、見てきたよ

うな“｢個人」は「社会」において設定されてい

る規範に合わせて自らの行為を制御すべきであ

る',といったものであるとしたら、Ｉで描いたよ

うな今日の日本の子ども・若者にとってどれほど

のインパクトがあるものになるか、私は非常に疑

問である。私も、規範に合わせて自身の行為を制

御することは必要だと思う。ただ、そのことをス

トレートに表明すればただのお説教に聞こえる

だろうし、ストレートな形でなくそう考えるよう

に誘導しようとしたとしても、それだけでは子ど

も・若者がこの社会を生きていく上であまり力に

なるようなことではない。つまり、今日の子ど

も・若者は、時折誇彊して言われているほどには

規範意識が低いわけでも、社会生活上のルールを

守っていないわけでもない(Cf木村2003:28.29

頁)。彼．彼女らの「脱社会｣、「社会剥奪」状況

の問題の中心は、ルール・規範を遵守したりしな

かったりすること自体ではなく、その基盤にある

彼.彼女らの「社会」感覚の在り様にこそある。

教育過程は、自らの「社会」感覚を彼．彼女らが

.意識化し問い直すことができるようなものとし

て組まれてはじめて、彼.彼女らにとって意義が

あるものになりうると考える。そのことは、ただ

ルール・規範を遵守させようとするのとは、全く

異なることである。なお、以上の問題点はもちろ

ん、【扶桑社】にも当てはまるものである。

（２）【帝国谷院】における「個人と社会とのか

かわり」

【帝国書院】には、何人かのキャラクターが随

所に登場する。そして、あることがらについて論

じられるその冒頭部分で、それについて考える上

でのきっかけとなるような、キャラクターたちの

会話が描かれる。この点が【帝国書院】の叙述の

スタイルの特徴の１つである。例えば、

父：今年は不景気で、ボーナスもよくなかった

よ。

母：あら、夏休みの家族旅行の計画を、考え直

さなくてはならないかしら。

父：家のローンのことを考えると、ゆとりがな

いかもしれないなあ。

かずや：残念だな。北海道旅行を楽しみにして

いたのに。

父：よいときもあったのだからしかたがない。

またよくなるときもあるだろう。

という会話がイラスト入りで描かれたあとに、

「景気変動」とそれによる企業への影響が論じら

れている。上の会話もそうだが、多くの生徒にと

って身近にありそうなものであり、自分自身をそ

こに重ね合わせやすいような内容の会話が多く

選ばれている。また、会話という形ではなく、例

えば「自分の企業をつくってみましょう」という

問いかけがなされ、生徒にそのための簡単な計画

立案のシミュレーションをさせた上で、企業につ

いての学習に入っていくという叙述がされてい

る部分もある。

このように【帝国書院】では、そこで取り扱わ

れることがらを生徒が自分自身に関わりあるこ

とがらとして捉え考えていくことができるよう

にとの工夫が、全編を貫いてなされている。私は

そのことを、【帝国書院】が「個人と社会とのか

かわり」という視点を、公民的分野全体を貫く基
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本的視点として位置づけようとしていることの

表れとして読みとった。しかもその視点は、私が

Ⅱ（２）で述べたような、「個人」を「自分」と

して競み替えた場合のそれと基本的に同じであ

る。すなわち【帝国書院】は、少なくともその意

図としては、生徒各人が扱われていることがらを

「自分一身上」にはどのような「意味」をもった

ことがらなのかを考えていくことができるよう

にもくろみ編集されていると解釈できる。

しかしその意図は、この教科轡を通じてどの程

度実現可能だろうか。もちろん、その意図がどの

程度実現するかは､教科書のみで決まってくるも

のではなく、それを用いつつも、教材、指導過程

等々の点で、教師が他にもどのような工夫をする

かによって大きく左右されることはいうまでも

ない。ただ、その正否の可能性を教科響が左右す

る面もあることもまた事実である。では教科書の

どの要素が左右するのか。これもまた、様々な要

素が関わってくるだろう。しかしここでは、上で

着目した点、つまり生徒がことがらを「自分」に

とって「意味」あるものとして考え始める契機と

なるべき問いかけの質の問題に限って、少し考え

てみたい。

この点に関して、私には、【帝国欝院】中の問

いかけは、概してあまりいい問いかけにはなって

いないように思われる。先に例としてあげた会話

についていうと、確かにこのような会話は身近に

もありそうなことであり、「そういえば自分の家

族の場合もそういうことがあったな．あるかもし

れないな」とそこに自分自身を重ね合わせやすい。

しかし、「親のボーナスが増減することで、家族

旅行に行けたり行けなかったりすることがある。

それはなぜか」という問いは、その後の景気変動

についての学習のプロセスを持続的に動機づけ

ることができるような問いなのだろうか。私には

どうも、この問いはそのような求心力を十分に備

えているようには思えない。インパクトが弱いの

である。

私がこの問いかけはインパクトが弱いと推測

するのは、家族旅行に行けるか行けないかは、日

_常生活のルーティンの一要素に組み込まれてし

まっていて、それそのままでは問題を考え始める

きっかけにはなりづらいと判断するからである。

では、どういう問いかけであれば、インパクトを

もつのか。それは様々ありうるだろうが、その１

つとして、日々の生活の延長上でもしかするとあ

りうるかもしれないと想像することが可能であ

り、かつ日々の生活の連続が断ち切られたり転換

したりするようなできごと、そうしたものに生徒

を想像の上で直面させることができる問いかけ

であると、彼.彼女らに対してもっと強いインパ

クトをもちうるのではないだろうか。

なお、先に言及したもう１つの問いかけの例で

ある「自分の企業をつくってみましょう」のほう

は、親が企業を経営していたり、個々そういうこ

とに特に関心が強かつたりといった特別な事情

がないかぎり、多くの生徒にとって、日常のルー

ティンから今度は逆にかけ離れすぎていて、ピン

とこない問いかけになってしまっているのでは

ないだろうか。

スペースの都合もあり２例についてだけしか

検討できないが、【帝国轡院】に記載されている

問いかけは､総じてインパクトが不十分であるよ

うに思う。既述のように、扱われている問題を何

とか生徒に「自分」の問題として捉えさせようと

する意図はうかがわれる。その意図については、

私はもちろん支持する。しかし、その意図に見合

うだけの問いかけが盛り込まれているかどうか

については疑問があるというのが、この教科轡に

対する私の受けとめである。【帝国書院】中の例

示したような会話などによる問いかけの多くは、

このままでは、ちょっとした話のとっかかりとし

て用いられたりするかもしれないが､そこで扱わ

れている問題について考えていくプロセスを導

いていく問いとしては、あまり活用できないので

はないだろうか。

（３）【扶鏑社】・【帝国書院】以外の教科谷にお

ける「個人と社会とのかかわり」

先に見たように、学習指導要領は、「個人と社

会とのかかわり」を、公民的分野の「内容全体に

かかわる学習の基本的な観点」として位置づけて
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いると同時に、中項目「個人と社会生活」の箇所

で、「以後の学習の基礎」を培うべく取り立てて

取り扱う事項としても位置づけている。しかし教

科書の実際の叙述の中では、学習指導要領が後者

のような番き方をしたためだろうと思うのだが、

「個人と社会とのかかわり」は、指導要領上の中

項目「個人と社会生活」に相当する箇所でしか触

れられていない場合がほとんどである。その例外

が（１）で見た【扶桑2社】と（２）で見た【帝国

轡院】ということになる。

以下、この２社以外の教科響がそれぞれ、「個

人と社会とのかかわり」についてどのような記載

をしているかを簡単に記しておきたい。

応じた｢改廃｣とがなされなければならない。

【日本替籍】のルールに関する上の記述は、

そのような現実のルールのあり方を正確にお

さえようしているものだと推測される。

なお【日本轡籍】は、冒頭部分で「自分の

生き方を見つめ直してみよう」という項目を

設け（８．９頁)、また本文の最後を「自分さが

しの旅」という項目で締めくくっている（156

頁)。「自分｣、「自分の生き方」を大切にし、

その視点から公民の学習もしてほしいし、そ

の成果を活かしていてほしいという意図が、

全編に込められているのだろう。しかし、そ

のことがこの教科轡の中でどのように具体的

な記述や構成となって表れているのかは、読

みとることができなかった。

【東京谷輯】

学習指導要領の「個人と社会生活」に相当

する箇所でのみ、「個人と社会とのかかわり」

に関する記述がなされている（28.29頁)。そ

の記述は、基本的に学習指導要領に沿ったも

のである。なお、「ときには、状況に応じてル

ールを変えていくことも必要です」（２９頁）

という記述もあるが、しかし【日本書籍】の

ように、ルールをめぐる人々の対立という視

点は見られない（ルールを守る人／守らない

人という対立以外は)。

【大阪杏箱】

学習指導要領の「個人と社会生活」に相当

する箇所でのみ、「個人と社会とのかかわり」

に関する記述がなされている（24.29頁)。そ

の記述は、基本的に学習指導要領に沿ったも

のだが、ただ【大阪書籍】の場合、この箇所

の冒頭を「個人の尊重」で書き起こしており

（２４頁)、「ルール」についても、“複数の個

人によって構成されている社会において各人

が個人として尊重されるためにルールが必要

なのである'，という視点を強調しているよう

に読める（２５頁)。なお、本文の最後も「個

人の尊重」という趣旨の文章で締めくくって

いる（178頁)。

【教育出版】

学習指導要領の「個人と社会生活」に相当

する箇所でのみ、基本的に学習指導要領に沿

いつつ、もっぱら「ルール」に関することを

中心に、「個人と社会とのかかわり」に関する

記述がなされている（32-33頁)。

【日本台庸】

「個人と社会とのかかわり」についての言

及は、学習指導要領の「個人と社会生活」に

相当する箇所でのみなされている(26-27頁)。

その内容も、ほぼ学習指導要領に沿ったもの

だが、ただし、学習指導要領の中で「個人」

と「社会」との媒介の要に位置づけられてい

る「ルール」について、「ときには、個人の利

益に反したり、個人の人権を侵害したりする

ことがある。そのような場合には、ルールを

改廃することも必要になってくる」（２１頁）

と、学習指導要領にはない重要な記載が加え

られている。学習指導要領では、あたかも社

会に存在するルールは一般に、すべての人々

の利益・権利等が対等に考慮されて設定され

ているかのような瞥き方になっているが、も

ちろん現実にはそうはなっていない。特定の

人々の利益・権利を相対的に強く反映し、別

の特定の人々の利益・権利を軽視しているル

ールが少なからず存在しているのが現実であ

る。だから、ルールは絶えざる検討と必要に
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【清水書Ｍ

「個人と社会とのかかわり」について言及

していない。その代わり、冒頭に「人間の尊

厳」という節を設けている（8-9頁)。学習指

導要領の「目標」の箇所の1つ目に（前述の

ように「個人と社会とのかかわり」は２つ目

の目標）「個人の尊厳と人権の尊重の意義」に

関わる記載があるので、【清水審院】はこちら

の方をこの教科書の全編を貫く基調にしたい

と考えたのかもしれない。ただ、そうだとし

ても、そのことがどのように具体的な記述や

構成となって活かされているのかは、髄みと

れなかった。

【日本文紋出版】

「個人と社会とのかかわり」についての言

及は、特に見られない。ただ、学習指導要領

の「個人と社会生活」に当たる箇所に“ルー

ルを守ろう，，という趣旨の記述がある(42頁)。

－本稿がここまでで行ってきた蟻諭はこのよ

うなものであった。検討の結果は結局のところ、

８社どの教科轡についても、私が期待するような

形では「個人と社会とのかかわり」の視点は十分

に活かされていないということだった。

では、私が期待するような形で「個人と社会と

のかかわり」の視点が活かされた教科書とは、い

ったいどのようなものなのか。その明確な構想を、

今現在私はもっているわけではない。ただ、検定

済教科書ではないのだが、“私はだいたいこんな

イメージで考えている，,というものを具体的に体

現した本がある。そこでⅢでは、この本の構成の

仕方・内容などを紹介した上で、それらについて

若干の検討を行い、本稿の締めくくりとしたい。

その本は、上野が編集した『女の子に贈るな

りたい自分になれる本』（上野2003）というもの

だ。この本は、まえがきに当たる部分に響かれて

いることによれば、「１０代から２０代にかけて人

生の選択の入口に立つあなた〔女性:引用者〕の、

これからの人生のデザイン(設計>を手助けする」

ことをねらいとしてつくられたものである。「あ

とがき」によれば、この本は元々アメリカでつく

られた同様のねらいの本『選択－－１ｏ代の女の

子のための記録帳』をモデル・ヒントにしながら

上野が1988年に編集した本をさらにリニューア

ルしたものである。下記は、この本の目次の一部

である（Partlの１．２．３節を省略してある)。

この本は、この目次に記載されているような様々

な問いに答えながら、自分の「人生のデザイン」

を行っていくという叙述のスタイルがとられて

いる。

Ⅲ「人生のデザイン」を鮒とした教科谷の可能

性

今日の日本の子ども・若者には、「脱社会的」

あるいは「社会剥奪」と言い表せるような社会と

の向き合い方が見られる。とりわけそうした子ど

も・若者を対象に社会認識に関わる教育を進めて

いく場合には、そこで取り扱われることがらが、

彼．彼女らにとって「自分一身上」はどういう意

味をもったことがらなのかを明瞭に感じとるこ

とができるような回路を仕組む必要がある。学習

指導要領の公民的分野の「個人と社会とのかかわ

り」という視点は、そこでの「個人」が一般的な

人間個体というような意味合いではなく、生徒各

人にとっての「自分」という意味合いのものであ

るならば､その視点に基づいて榔成された教科轡

を用いてなされる教育過程において、上のような

回路づくりを促す潜在可能性をもっていると考

えられる。そこで、この視点が、８社の公民的分

野の教科書それぞれにどのような形で盛り込ま

れているかを、また学習指導要領におけるこの視

点の内実はどのようなものであるかを検討する。

この本を手にしたあなたへ

Partｌまず自分を知ることからはじめよ

ⅧうI

Part2私は何がしたいかな？どうしたら

できるだろう？

４あなたはどんな働き方がしたい？

・独立した生活費はどのぐらい必要？

・あなたは仕事についてどう考えている？

・あなたはどんな仕事がしたい？
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・あなたはどんな働き方を選ぶ？

・あなたはどんな働き方を続ける？

５やりたいことの実現のために何が必

要？

６では、どんな準備が必要なのだろう

・あなたは何をどうやって調べたい？

Part3どんな人間関係をつくりたい？

７私はこんな人間関係がほしい！

・自分にとっていい人間関係って？

・自分自身と仲良くなる

・自分のからだと仲良くなる

・親密な関係をつくりたい！

・他人のからだとどうかかわるか

８シングルで生きる？誰かと暮らす？

・シングルで生きる？パートナーと生き

る？

・子どもは産む？産まない？

・親の老後

明日からこうするＩ

あとがき

私が期待するような形で「個人と社会とのかか

わり」の視点が活かされた教科轡のイメージとし

て、今のところ私は、このように自分の「人生の

デザイン」を軸に構成されたスタイルの教科番を

思い描いている。もちろん検討すべき媒題は多々

あるはずであり、私自身既にいくつか思い浮かん

でいる。

１つに、教科轡検定に通る教科響をつくること

を想定した場合、学習指導要領に記載されている

広範な事項を、「人生のデザイン」という観点と

すべて関連づけることができるかという問題が

ある。

また、Ｉで見たように今日の日本の子ども・若

者の「脱社会的｣、「社会剥奪」的な「社会」との

向き合い方は、自己の将来の思い描きがたさと結

びついていた。そのような傾向が特に顕著である

子ども・若者にとっては、「人生のデザイン」を

行うことには抵抗が大きく、それを軸にした授業

を受けることはフラストレーションの種になる

ことなのかもしれない。もちろん、そういう子ど

も・若者だからこそ、そのような「人生のデザイ

ン」の機会が必要なのだともいえるが、いずれに

せよこの点は検討を要する際題となるだろう。

さらに、「人生のデザイン」を軸にした教科書

を使った授業を受けたとしたら、もしかすると生

徒は、自分の人生を主体的に自己選択・自己決定

し、選択・決定の結果についても自己責任を負う

という、今日世を席巻しようとしている新自由主

義流の「強い個人」がその教科詩や授業では推奨

されているかのように受けとめることになるか

もしれない。私としては、そうなることは避けた

いところだ。もちろん「人生のデザイン」という

発想と「強い個人」の肯定とが必然的に結びつく

とは思わないが、しかし種々の事情から両者が接

合してしまう危険は少なくないとも思う。ただこ

の点については、上野（2003）の先の目次でいえ

ば「Part3どんな人間関係をつくりたい？」に

相当する箇所で、圧倒的に多くの人間にとって

「強い個人」であることは不可能であること、人

と人とがサポートしケアし合うことの必然性・必

このもくじのPart2の４の｢あなたはどんな働

き方を続ける？」の箇所では、そのことを考える

ための情報として、戦後日本における女性の就業

形態の変化、主婦の実態などに関するデータが掲

載されている。また、「あなたは仕事についてど

う考えている？」の箇所では、「身近な女性に仕

事について聞いてみよう！」とインタビュー実施

が呼びかけられ、その結果を記載する欄が設けら

れている。そのように、自分の「人生のデザイン」

に関わる様々な問いについて考え回答していく

ということと結びつけて、社会の諸事象について

の説明や資料を提示したり、インタビューなどの

実習の提起を盛り込んだりした教科書というの

もありうるだろう。そのような教科轡であれば、

「人生のデザイン｣という文字通り「自分一身上」

の問題と関わらせながら社会についての認識を

深めていく、そのような生徒の学習を促しサポー

トする教育過程の構想・実践にとって、有用な教

材となるだろう。

－５８－
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要性といったことを、今の子ども・若者にしっく

りいく形で描くという方向でクリアする道を探

れるだろうと考えている。
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